
営利企業等の従事制限に関する規則 

令和４年１０月１日 

規則第７号 

（目的） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３８

条第１項の規定に基づき、任命権者の許可を受けるべき地位および任命権者の許可の基準に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（許可を受けるべき地位） 

第２条 法第３８条第１項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、営利を目的とする私

企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員およびこれらに準ずるものとす

る。 

（許可の基準） 

第３条 任命権者は、法第３８条第１項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のい

ずれかに該当する場合を除き、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができ

る。 

(1) 職務の遂行に支障を来すおそれのある場合 

(2) 前条に規定する会社その他の団体と当該職員との間に特別の利害関係またはその発生のお

それのある場合 

第４条 前条の規定に基づいて許可した後において、同条第１号または第２号に該当するに至っ

たとき、またはそのおそれがあると認められるときは、任命権者は、速やかにその許可を取り

消さなければならない。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


